
婦人相談員
全国 1,235人
（平成25年

4月1日現在）

相談
カウンセリング
情報提供 福祉事務所（もしくは市町村）

生活保護 母子生活支援施設入所
保育所入所 子育て短期支援事業
母子家庭等日常生活支援事業

児童扶養手当の支給 等

被
害
者

自

立

配偶者暴力相談支援センター
２３７か所（平成２６年１月１日現在）

婦人相談所 ４９ヶ所
（平成25年4月1日現在）

相談 カウンセリング 情報提供
一時保護（民間シェルター等への委託
を含む）
同伴児童への対応
婦人保護施設への入所 等

母子家庭等就業・自立支援センター
職業相談から就業支援講習会の実施、就業情報提供等

公共職業安定所（ハローワーク）
特にマザーズハローワーク・マザーズサロン・マザーズコーナーにおける

子育て女性などに対する就職支援

児童相談所
心理的虐待等を受けた子どもへの心理的ケア、子育て相談等

連

携

・

協

力

他省庁等
関係機関

警 察

裁判所

公営住宅
窓口

等

民間シェルター

厚生労働行政における婦人保護事業関係機関（概要）

婦人保護
事業関連

婦人保護
事業以外の
厚生労働省
所管事業

婦人
保護施設

生活支援
心理的ケア
自立支援

母子生活
支援施設

生活支援
子育て支援

心理的ケア
自立支援
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○婦人相談所及び婦人相談員における夫等からの暴力の相談件数の相談全体に占める
割合は、年々増加。

夫等からの暴力の相談件数及び相談全体に占める割合（来所相談） （人数）

※（ ）内は、相談全体に占める夫等からの暴力の割合。

(２８．３%)

(２４．２%)
(２５．６%)

（厚生労働省家庭福祉課調べ）

(２８．９％)
(２９．６％)

（３０．７％）

（３１．３％）

(３２．６％)

(３３．０%)
(３４．１%) (３５．８%)

（４）婦人相談所及び婦人相談員による相談
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「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」のスキーム

被 害 者 国 民
（医師等）

相手方
申立人の配偶者・元配偶者
（事実婚を含む）等（※）

発
令

保護命令違反に対する罰則
○1年以下の懲役または100万円以下の罰金

連 携

連 携

連 携

委 託

保護命令の申立て

地裁の請求
に基づく
書面提出等

地裁の請求に基づく書面提出等

保護命令（身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫）

○接近禁止（6か月）
○住居からの退去・住居付近のはいかい禁止（2か月）
○同居する子への接近禁止（6か月）
○親族・支援者等への接近禁止（6か月）
○電話等通信の禁止（6ヶ月）

地方裁判所
警 察
○暴力の制止
○被害者の保護
○被害発生防止
のために必要
な措置・援助

一時保護委託先
（民間シェルター、
母子生活支援施設、
婦人保護施設等）

福祉事務所

○自立支援等
（母子生活支援施設への
入所、保育所への入所、
生活保護の対応、児
童扶養手当の認定等）

民間団体

○自立支援等

通知

通知

市町村の努力義務
○ 基本計画の策定
○ 支援センターの設置

身体に対する暴力又は生
命に対する脅迫が保護命
令の対象
※ 配偶者暴力相談支援
センター・警察への相談
がない場合、公証人面前
宣誓供述書を添付

保護（施設入所）
（母子生活支援施設、
婦人保護施設等）

入 所

入 所

は厚生労働省に
関係するもの

配偶者暴力相談
支援センター

※含む婦人相談所
○相談
○カウンセリング
○緊急時における安全の
確保

○一時保護
○自立支援・保護命令利
用・シェルターの利用
についての情報提供・
助言・関係機関との連
絡調整・その他の援助

①発見した者による通報努力義務
②医師等は通報できる
（被害者の意思を尊重するよう努める）

情報提供努力義務
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正について

○ 「生活の本拠を共にする交際相手」からの暴力及びその被害者についても、

配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象 ※下図参照

○ 法律の題名「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」

改
正
内
容

（事実婚や元配偶者（※１）も含まれる）

【図】配偶者暴力防止法の適用対象の拡大について

改正前

配偶者

改正後

配偶者

生活の本拠を共にする交際相手（※２）

（ 元生活の本拠を共にする交際相手（※３）も含まれる）
適用対象の拡大（この法律を準用）

法
の
適
用
対
象

◆平成２５年６月２６日に成立、同年７月３日に公布（議員立法）
◆平成２６年１月３日より施行（公布の日から起算して６月を経過した日）

（事実婚や元配偶者（※１）も含まれる）

※１ 離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合

※３ 生活の本拠を共にする交際関係を解消する前に暴力を受け、解消後も引き続き暴力を受ける場合
※２ 婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く

詳細は内閣府のホームページを御覧ください。 http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/dv2507.html
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昭和３２年４月
売春防止法に基づき、婦人相談所に要保護女子の一時保護を
行う施設を設置。
（平成１９年４月～定員を超える場合は一時保護委託が可能となった。）

平成１４年４月～
ＤＶ法に基づき、暴力被害女性及び同伴家族の一時保護を行うこととされた。
また、民間シェルター等への一時保護委託が可能となった。

平成１６年１２月～
人身取引対策行動計画に基づき、婦人相談所及び一時保護委託先施設に
おいて、人身取引被害者の一時保護を行うこととなった。
（平成１７年度より一時保護委託を実施）

婦 人 相 談 所 一 時 保 護

平成２３年３月～
第３次男女共同参画基本計画を踏まえ、恋人からの暴力の被害者を一時
保護の委託対象に加えた。

平成２３年７月～
母子生活支援施設において、妊娠段階から出産後まで一貫して母子の支援
を行うことが可能となるよう、支援を行うことが特に必要であると認められる
妊産婦を一時保護の委託対象に加えた。 74



○ 平成１４年度に一時保護委託制度を創設。

○ 委託契約施設数は年々増加し、平成２５年４月１日現在で３２８施設。
（うちＤＶ防止法第３条第４項に基づく委託先でない施設（売春防止法・人身取引関係のみ）が２か所）

○ 平成２４年度における一時保護委託人数は、ＤＶケース以外を含めて、３，８３４人。
(女性本人1,721人、同伴家族2,113人)である。

○ DVケース以外を含めて、女性本人の平均在所日数１４．５日となっている。（一時保護委託ケース）

(注１) 母子生活支援施設を除く。 (注２) （ ）内は、平成24年4月1日現在

施設

区分

母子生活
支援施設

民間団体

児童福祉
施設

(注１)

婦人保護
施設

老人福祉
施設

身体障害
者施設

知的障害
者施設

保護施設 その他 合 計

か所数

(注２)

１０6

（１０8）

105

（９８）

45

（３２）

20

（２２）

9

（８）

８

（８）

２５

（１９）

６

（６）

４
（２）

３２８

（３０３）

一時保護の委託契約施設数（平成25年4月1日現在）

一時保護委託の状況
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妊娠期からの妊娠・出産・子育て等に係る相談体制等の整備について


